
(1)教育職員免許状

教育職員免許状は、 教育職員免許法及び同施行規則に示す条件を充たすことにより取得できる。

a. 取得できる免許教科

表9-1 本学部生が取得できる免許状の種類及び教科

免 許 状 の 種 類 免許教科 対象学生

中学校教諭 一 種免許状 理 科

高等学校教諭一種免許状 水 産 水産学科

高等学校教諭一種免許状 理 科

b. 免許取得資格のための基礎資格と大学で修得することを必要とする単位数

表9-2 免許取得のための基礎資格と必要な単位数

大 学 に お い て 修 得す る
免許状の授与
を受けるため

必 要 と す る 最低修得単 位数

免許状の種類 基 礎資格
に必要な文部

教科及び教職に関する科H
科学省で定め

ヽ

と を-

※ 2

※2

る科目の単位 教科及び教科の 教育の基礎的理
大学が独自に設定

数 ※1 指導法に関する 解に関する科目
科目 ※3 等 ※4 する科目 ※5 

中 学 校 教 諭 学士の学位を 8 2 8 2 7 4 
一 種 免 許 状 有す る こ と

衛等学校教諭 学士の学位を 8 24 2 3 1 2 
一 種 免 許 状 有す る こ と

※1教育職員免許法施行規則第六十六条の六に定められた単位。
「 日本国憲法」（日本国憲法） 2単位、 「 体育」（体育・健康科学理論／体育・健康科学実習）2単

位、 「外国語コミュニケ ー ション」（英語IA, IB, IIB) 2単位、 「 情報機器の操作」（情報活

用）2単位である。 本学では（）内の科目が該当する。

※2教育職員免許法別表第一に定められた単位。 詳細は、 表9-3から表9-6に示す。

※3表9-3から表9-6を参照のこと。

※4表9-3を参照のこと。

※5表9-4から表9-6を参照のこと。
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(2)教科及び教職に関する科目の単位の修得方法

水産学部では、 希望する免許の種類及び教科に応じて表9-3の単位を修得しなくてはならない。

表9-3 教科及び教職に関する科目

最低修得単位数

本学における
該当授業科目

教育職員免許法施行規則に定める
理科 水産

教科及び教職に関する科目

開設授業科目 単位 開設学部 中学校 高校 高校

教科に関する専門的事項 ※ 1 20 20 20 

水産免許の場 水産科教育法I 2 水産学部 2 

第
教科及び 合 水産科教育法1I 2 水産学部 2 

教科の指
理科教育法 2 理学部 2 2 

欄 導法に関 各教科の指導法
理科教材研究法I 理学部する科目 理科免許の場 2 2 

2 
合 理科教材研究法1I 2 理学部 2 

理科教材研究法1II 2 理学部 2 

小計（教科及び教科の指導法に関する科目） 28 24 24 

・教育の理念並びに教育に関する
教育原論 2 教育学部 2 2 2 

歴史及び思想

・教職の意義及び教員の役割・職
務内容（チ ーム学校運営への対応 教職概論 2 水産学部 2 2 2 

を含む。）

・教育に関する社会的、 制度的又

第
教育の基 は経営的事項（学校と地域との連

教育制度論 2 教育学部 2 2 2 
礎的理解 携及び学校安全への対応を含

欄 に関する む。）
科目 ・幼児、 児童及び生徒の心身の発

教育心理学 教育学部
達及び学習の過程

2 2 2 2 

•特別の支援を必要とする幼児、
特別支援教育基礎論 1 教育学部 1 1 1 

児章及び生徒に対する理解

・教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを 教育課程論 1 教育学部 1 1 1 

含む。）

・ 道徳の理論及び指導法 中等道徳教育論 2 教育学部 2 

•総合的学習の時間の指導法 総合的な学習の時

道 徳 、 総 間及び特別活動の 2 教育学部 2 2 2 

合 的 な 学 •特別活動の指導法 指導法

習 の 時 間 ・教育の方法及び技術（情報機器
第 等の 指 導 及び教材の活用を含む。）

教育方法・技術論 2 教育学部 2 2 2 

四 法 及 び 生
•生徒指導の理論及び方法欄 徒 指 導 、

教 育 相 談 ・進路指導及びキャリア教育の理 生徒・進路指導論 2 教育学部 2 2 2 

等に 関 す 論及び方法

る科目 ・教育相談（カウンセリングに関
する基礎的な知識を含む。）の理 学校教育相談 2 教育学部 2 2 2 

論及び方法

教育実習（中学 ） 4 実習校 4 

第 教 育 実 習 ・教育実習 教育実習（高校 ） 2 実習校 2 2 

に 関 す る
欄 科H 事前・事後指導 1 水産学部 1 1 1 

・教職実践演習 教職実践演習 2 水産学部 2 2 2 

小計（教育の基礎的理解に関する科目等） 27 23 23 

第 大学が独
ノ

，

‘ 自に設定 4 12 12 

欄 する科目

合計最低修得単位数 59 59 59 

※l表9-4を参照のこと。
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(3)教科に関する専門的事項の単位の修得方法

水産学部では、 希望する免許の種類及び教科に応じて以下の「教科に関する専門的事項」の単位

を修得しなければならない。

表9-4 教育職員免許取得に必要な教科に関する専門的事項及び必要単位数

教育職員免許法施行規則に定める
最低修得単位数

区
中学校教諭 尚等学校教諭 備考ノ刀‘ 教科に関する専門的事項の区分
一種免許状 一種免許状

水 産 の 関 係 科 目 30 
1. 尚 種免

・職業指導以外に表 9-5 の科目の
水 職 業 指 導 2 

中から30単位以上修得（うち産
「水産学概論」は必修）

計 32 

物 理 巫子 2 2 

化 ，，，，， 子 2 2 
1. 中一種免

生 物 巫子 2 2 
・物理学、 化学、 生物学、 地学の

必修授業科目以外に表 9-6 の科目
地 た子 2 2 

の中から12単位以上修得

物 理 巫子 実 験 ・実験は、 科目区分の各実験から
1 

それぞれ1単位以上修得
（コンピュ ー タ ー活用を含む）

理 化 巫子 実 験 2. 高 一種免
科 1 

（コンピュ ー タ ー活用を含む） ・物理学、 化学、 生物学、 地学の
1 

必修授業科目以外に表 9-6 の科目
生 物 呂子 実 験 の中から23単位以上修得

1 

（コンピュ ー タ ー活用を含む）
・実験は、 科目区分の各実験から

地 学 実 験 1科目以上修得
1 

（コンピュ ー タ ー活用を含む）

そ の 他 の 科 目 12 23 

計 24 32 

※上記のうち水産に関する科目は表9-5、 理科に関する科目は表9-6に示してある。
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表9-5 教科（水産）に関する専門的事項

教育職員免許法施 本学部における該当授業科目 本学部における該当授業科目
規 則 に

め る 科 目 開設授業科目 単位数 開設授業科目 単位数

水産に関する科目 ． 水 産 ｝ 子 概 論 1 音 響 資 源 解 析 巫子 2 

資 源 生 産 砥目 理 邑子 2 電 波 測 器 } 子 2 

水 産 生 物 邑子 2 船 舶 運 用 邑子 2 

水 産 増 養 殖 呂子 2 海 事 法 規 論 2 

食 品 生 命 科 呂子 2 日 本 水 産 業 概 論 2 

水 産 経 済 心子 2 水 産 食 料 経 済 論 2 

水 圏 環 境 保 全 科 学 2 水 産 制 度 論 2 

水 産 業 と 倫 理 2 水 産 流 通 論 2 

魚 類 A 子 2 水 産 地 域 論 2 

魚 病 呂子 2 漁 家 経 た呂 論 2 

水 圏 生 物 学 実 験 I 2 養 殖 経 済 論 2 

水 産 資 源 生 物 巫子 2 水 産 企 業 論 2 

水 産 基 礎 数 学 浪 習 2 水産マ ー ケテ ィ ン グ論 2 

基 礎 水 産 資 源 巫子 2 水 産 商 品 巫子 2 

水 産 資 源 解 析 巫子 2 フ ド ビ ジ ネ ス 論 2 

魚 類 栄 養 邑子 2 水 産 政 策 論 2 

増 養 殖 学実 験 基 礎 2 水 産 加 工 経 済 論 2 

増 簑 殖 } 子 実 験 2 水 産経済調査実習 I 2 

漁 業 邸目 理 巫子 2 水 産経済調査実習 II 2 

種 ザ田 生 産 巫子 2 水 産 総 合 乗 船 実 習 3 

応 用 藻 類 巫子 2 水産資源科学乗船実習l 1 

生 体 防 御 } 子 2 水産資源科学乗船 実習II 1 

増 養 殖 A 子 実 習 2 亜熱帯域水産調査乗船実習 1 

水産食品加工 ・ 保蔵学 2 公海域 水 産 乗船 実習 6 

先 進 資 源 利 用 科 学 2 航海技術乗船 実習 I 4 

食品 工学実験 ・ 実習 2 航海技術乗船 実習 II 4 

水 産 食品製造学実習 2 航海技術乗船 実習 m 1 

食 品 工 } 子 2 鹿 児 島 水 産 呂子 2 

応 用 微 生 物 呂子 2 水 産 統 計 巫子 演 習 2 

プ ロ グ ラ ミ ン グ演習 2 ． 職 業 指 導 2 

船 舶 環 境 衛 生 巫子 2 

漁 六目 漁 法 巫子 2 

1. 高等学校教諭免許状（水産）取得希望者については、 ●印は必修である。
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表9-6 教科（理科）に関する専門的事項

教育職員免許 本学部における該当授業科目 教育職員免許 本学部における該当授業科日

法施行規則に
法施行規則に

定 め る 科 目 区
定める科目区分 開設授業科H 単位数 分 開設授業科目 単位数

物 理 戸子 ● 物 理 学 概 論 2 生 物 } 子 ● 生 物 } 子 概 論 2 

電子工学基礎 2 魚 類 生 理 学 2 

流体力学基礎 2 海 洋 生 態 巫子 2 

水産物理学演習 2 微 生 物 学 2 

実験計測機器基礎 2 佃ヽヽヽヽ 脊 椎 動 物 心子 2 

藻 類 A 子 2 

ノ刀＼ 子 生 物 巫子 2 

プ ラ ン ク 卜 ン 学 2 

栄 養 生 理 } 子 2 

物理 学実験 ゜ 基礎物理学実験 1 生物学実験 〇 基礎生命科 学実 験 1 

（コンピュ ータ ー （コンピュータ ー 微 生 物 } 子 実 験 2 

活用を含む） 活用を含む） 水圏生物科学野外調杏実習 2 

化 巫子 ● 化 巫子 概 論 2 地 巫子 ● 地 巫子 概 論 2 

基 礎 生 化 学 2 海 洋 巫子 2 

代 謝 生 化 学 2 水 産 海 洋 } 子 2 

水 質 保 全 学 2 海 洋 物 理 環 境 学 2 

食 品 化 巫子 2 

化 学 実 験 ゜ 基礎化学実 験 1 地 学 実 験 〇 基 礎 地 学 実 験 1 

（コンピュ ータ ー 環境分析化学実験 2 （コンピュータ ー

活用を含む） 生 物化学 実 験 2 活用を含む）

1. 中学校教諭免許状取得希望者については、 ●印及び0印は全て必修である。

高等学校教諭免許状取得希望者については、 ●印は必修、 0印はうち1科目以上が選択必修で

ある。

2. 「基礎物理学実験」 「基礎化学実験」 「基礎生命科学実験」 「基礎地学実験」は、 共通教育で開講さ

れる科目である。 高等学校教諭免許状取得希望者はこのうち1科目、 中学校教諭免許状取得希

望者は4科目を、 6期までに履修しておくことが望ましい。

3. 実験・実習科目については、 受講人数が制限される場合があるので注意すること。
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